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この明細書は、法人が当期中に支払を受ける利子及び配当等並びに懸賞金等及び償還差益について課された

所得税の額について、法第 68 条第１項((所得税額の控除))（復興財源確保法第 33 条第２項((復興特別所得税

に係る所得税法の適用の特例等))の規定により復興特別所得税の額を所得税の額とみなして適用する場合を

含みます。）の規定により当期の所得に対する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に使用しま

す。 

 

 

 この明細書は、まず、中段の｢公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資

信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算｣及び下段の｢その他に係る控

除を受ける所得税額の明細｣（｢７」以下）を記載し、次に上段の各欄（｢１」から｢６」まで）を記載します。 

 

 

欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「公社債の利子等２」  公債又は社債の利子のほか、割引債に係る償還差益があ

る場合には、その償還差益を含めて記載します。 

 

「集団投資信託（合同運用信託を除

く。）の収益の分配４」 

 証券投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第 67 条の

６に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場

合には、その額を上段に内書として記載します。 

 

「その他５」  所得税法第174条第３号から第10号までに規定する給付

補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金の支払を

受けた場合並びに懸賞金等の額及びみなし配当等の額があ

る場合に、それらの金額を記載します。 

 この内訳は、下欄の「そ

の他に係る控除を受ける

所得税額の明細」に記載し

ます。 

「収入金額①」の各欄  当期中に支払を受ける金額（所得税及び復興特別所得税

込みの金額をいい、利子等については当期末までにその利

払期の到来しているものに、配当等についてはその支払の

ために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれる

ものに限ります。以下同じです。）を記載します。 

 

「①について課される所得税額②」

の各欄 

 当期中に支払を受ける金額について課される所得税及び

復興特別所得税の額を記載します。この場合、「公社債の利

子等２」から「その他５」までの「①について課される所

得税額②」の各欄については、｢８｣、｢14｣又は｢21｣の各欄

の合計額を対応する欄に記載します。 

 なお、当期が復興財源確保法第 45 条((課税事業年度))に

規定する課税事業年度に該当する場合には、当期中に支払

を受ける金額について課される所得税及び復興特別所得税

の額のうち、所得税の額のみを記載します。この場合にお

いて、所得税と復興特別所得税の金額が区分されていない

ときには合理的な方法により、所得税の額と復興特別所得

税の額とを区分し、区分された所得税の額のみを記載しま

す。 

 ( )注  所得税の額と復興特別所得税の額の按分方法につい

ては、平成 26 年版法人税申告書の記載の手引 39 ペー

ジを参考としてください。 

 

 

 

 

 

 復興財源確保法第 45 条

に規定する課税事業年度

に該当する場合、復興特別

所得税の額は、復興特別法

人税申告書別表二の「①に

ついて課される復興特別

所得税額②」に記載しま

す。 

 

  

 

 

 

別表六(一) 

 ｢所得税額の控除に関する明細書」 

１ この明細書の用途 

２ 記載の手順 

３ 各欄の記載要領 
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欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「②のうち控除を受ける所得税額

③」の各欄 

⑴ ｢預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配１｣及び

「その他５」には、「①について課される所得税額②」の

金額をそのまま記載します。 

⑵ ｢公社債の利子等２｣、「剰余金の配当、利益の配当及び

剰余金の分配（みなし配当等を除く。）３」及び「集団投

資信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配４」には、

利子配当等の計算期間のうち元本を所有していた期間

（以下「元本の所有期間」といいます。）に対応する部分

の額のそれぞれの合計額を、「公社債の利子等、剰余金の

配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資信託（合

同運用信託を除く。）の収益の分配に係る控除を受ける所

得税額の計算」の「個別法による場合」又は「銘柄別簡

便法による場合」のいずれかの方法により計算して記載

します。 

 

「公社債の利子等、剰余金の配当、

利益の配当及び剰余金の分配又は

集団投資信託（合同運用信託を除

く。）の収益の分配に係る控除を受

ける所得税額の計算」の各欄 

 元本の所有期間に対応する部分の額の計算について、令

第 140 条の２第２項((種類、銘柄及び元本の所有期間の異

なるものごとに、個別に計算する方法))の規定の適用を受

ける場合には「個別法による場合」の各欄を、同条第３項

((元本の増加分について所得税額の２分の１を控除する簡

便計算法))の規定の適用を受ける場合には「銘柄別簡便法

による場合」の各欄を、それぞれ記載します。 

 銘柄別簡便法による場

合には、①公社債、②株式

及び出資又は③集団投資

信託の受益権の３グルー

プに区分し、さらにその元

本をその利子配当等の計

算の基礎となった期間が

１年を超えるものと１年

以下のものとに区分し、そ

の区分に属する元本の全

てについて、その銘柄ごと

に、簡便計算法を適用する

ことになります。 

 なお、国内追加型投資信

託とそれ以外の投資信託

は別のグループに区分す

ることができます。 

「所得税額８」、「所得税額 14」及

び「控除を受ける所得税額 21」の

各欄 

 「①について課される所得税額②」の各欄の記載に準じ

て記載します。 

 

 

「利子配当等の計算期間９」及び

「⑼のうち元本所有期間 10」 

 利子配当等が剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは

剰余金の分配又は金銭の分配（以下「配当等」といいます。）

である場合には、その配当等（以下「判定対象配当等」と

いいます。）の直前にその判定対象配当等を支払う法人から

受けた配当等の支払に係る基準日の翌日からその判定対象

配当等の支払に係る基準日までの期間を「利子配当等の計

算期間９」に記載します。 

 月数は、暦に従って計算し、１月未満の端数は切り上げ

ます。 

 なお、設定により取得した国内追加型投資信託について

は、この欄の記載を省略し、「所有期間割合 11」に、「1.000」

と記載して控除を受ける所得税額を計算してください。 

 

「利子配当等の計算期末の所有元

本数等 15」及び「利子配当等の計

算期首の所有元本数等 16」 

 公社債については所有元本の額面金額により、口数の定

めがない出資については所有元本の金額により、その他の

ものについては所有元本の数により記載します。 

 

「 ⒂－⒃
     
２又は12

 17
」
  次の場合に応じ、次により記載します。 

⑴ 利子配当等の計算期間が１年以下であるものの元本の 

 場合 …… 
⒂－⒃

     
２又は12

 

⑵ 利子配当等の計算期間が１年を超えるものの元本の場 

 合 …… 
⒂－⒃

     
２又は12
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この明細書は、法人が当期中に支払を受ける利子及び配当等並びに懸賞金等及び償還差益について課された

所得税の額について、法第 68 条第１項((所得税額の控除))（復興財源確保法第 33 条第２項((復興特別所得税

に係る所得税法の適用の特例等))の規定により復興特別所得税の額を所得税の額とみなして適用する場合を

含みます。）の規定により当期の所得に対する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に使用しま

す。 

 

 

 この明細書は、まず、中段の｢公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資

信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算｣及び下段の｢その他に係る控

除を受ける所得税額の明細｣（｢７」以下）を記載し、次に上段の各欄（｢１」から｢６」まで）を記載します。 

 

 

欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「公社債の利子等２」  公債又は社債の利子のほか、割引債に係る償還差益があ

る場合には、その償還差益を含めて記載します。 

 

「集団投資信託（合同運用信託を除

く。）の収益の分配４」 

 証券投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第 67 条の

６に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場

合には、その額を上段に内書として記載します。 

 

「その他５」  所得税法第174条第３号から第10号までに規定する給付

補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金の支払を

受けた場合並びに懸賞金等の額及びみなし配当等の額があ

る場合に、それらの金額を記載します。 

 この内訳は、下欄の「そ

の他に係る控除を受ける

所得税額の明細」に記載し

ます。 

「収入金額①」の各欄  当期中に支払を受ける金額（所得税及び復興特別所得税

込みの金額をいい、利子等については当期末までにその利

払期の到来しているものに、配当等についてはその支払の

ために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれる

ものに限ります。以下同じです。）を記載します。 

 

「①について課される所得税額②」

の各欄 

 当期中に支払を受ける金額について課される所得税及び

復興特別所得税の額を記載します。この場合、「公社債の利

子等２」から「その他５」までの「①について課される所

得税額②」の各欄については、｢８｣、｢14｣又は｢21｣の各欄

の合計額を対応する欄に記載します。 

 なお、当期が復興財源確保法第 45 条((課税事業年度))に

規定する課税事業年度に該当する場合には、当期中に支払

を受ける金額について課される所得税及び復興特別所得税

の額のうち、所得税の額のみを記載します。この場合にお

いて、所得税と復興特別所得税の金額が区分されていない

ときには合理的な方法により、所得税の額と復興特別所得

税の額とを区分し、区分された所得税の額のみを記載しま

す。 

 ( )注  所得税の額と復興特別所得税の額の按分方法につい

ては、平成 26 年版法人税申告書の記載の手引 39 ペー

ジを参考としてください。 

 

 

 

 

 

 復興財源確保法第 45 条

に規定する課税事業年度

に該当する場合、復興特別

所得税の額は、復興特別法

人税申告書別表二の「①に

ついて課される復興特別

所得税額②」に記載しま

す。 

 

  

 

 

 

別表六(一) 

 ｢所得税額の控除に関する明細書」 

１ この明細書の用途 

２ 記載の手順 

３ 各欄の記載要領 
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欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「②のうち控除を受ける所得税額

③」の各欄 

⑴ ｢預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配１｣及び

「その他５」には、「①について課される所得税額②」の

金額をそのまま記載します。 

⑵ ｢公社債の利子等２｣、「剰余金の配当、利益の配当及び

剰余金の分配（みなし配当等を除く。）３」及び「集団投

資信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配４」には、

利子配当等の計算期間のうち元本を所有していた期間

（以下「元本の所有期間」といいます。）に対応する部分

の額のそれぞれの合計額を、「公社債の利子等、剰余金の

配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資信託（合

同運用信託を除く。）の収益の分配に係る控除を受ける所

得税額の計算」の「個別法による場合」又は「銘柄別簡

便法による場合」のいずれかの方法により計算して記載

します。 

 

「公社債の利子等、剰余金の配当、

利益の配当及び剰余金の分配又は

集団投資信託（合同運用信託を除

く。）の収益の分配に係る控除を受

ける所得税額の計算」の各欄 

 元本の所有期間に対応する部分の額の計算について、令

第 140 条の２第２項((種類、銘柄及び元本の所有期間の異

なるものごとに、個別に計算する方法))の規定の適用を受

ける場合には「個別法による場合」の各欄を、同条第３項

((元本の増加分について所得税額の２分の１を控除する簡

便計算法))の規定の適用を受ける場合には「銘柄別簡便法

による場合」の各欄を、それぞれ記載します。 

 銘柄別簡便法による場

合には、①公社債、②株式

及び出資又は③集団投資

信託の受益権の３グルー

プに区分し、さらにその元

本をその利子配当等の計

算の基礎となった期間が

１年を超えるものと１年

以下のものとに区分し、そ

の区分に属する元本の全

てについて、その銘柄ごと

に、簡便計算法を適用する

ことになります。 

 なお、国内追加型投資信

託とそれ以外の投資信託

は別のグループに区分す

ることができます。 

「所得税額８」、「所得税額 14」及

び「控除を受ける所得税額 21」の

各欄 

 「①について課される所得税額②」の各欄の記載に準じ

て記載します。 

 

 

「利子配当等の計算期間９」及び

「⑼のうち元本所有期間 10」 

 利子配当等が剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは

剰余金の分配又は金銭の分配（以下「配当等」といいます。）

である場合には、その配当等（以下「判定対象配当等」と

いいます。）の直前にその判定対象配当等を支払う法人から

受けた配当等の支払に係る基準日の翌日からその判定対象

配当等の支払に係る基準日までの期間を「利子配当等の計

算期間９」に記載します。 

 月数は、暦に従って計算し、１月未満の端数は切り上げ

ます。 

 なお、設定により取得した国内追加型投資信託について

は、この欄の記載を省略し、「所有期間割合 11」に、「1.000」

と記載して控除を受ける所得税額を計算してください。 

 

「利子配当等の計算期末の所有元

本数等 15」及び「利子配当等の計

算期首の所有元本数等 16」 

 公社債については所有元本の額面金額により、口数の定

めがない出資については所有元本の金額により、その他の

ものについては所有元本の数により記載します。 

 

「 ⒂－⒃
     
２又は12

 17
」
  次の場合に応じ、次により記載します。 

⑴ 利子配当等の計算期間が１年以下であるものの元本の 

 場合 …… 
⒂－⒃

     
２又は12

 

⑵ 利子配当等の計算期間が１年を超えるものの元本の場 

 合 …… 
⒂－⒃

     
２又は12
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欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「その他に係る控除を受ける所得

税額の明細」の各欄 

 ｢その他５」に記載した給付補塡金等についてその内訳を

記載します。この場合、「参考」には、賞金、給付補塡金、

利息、利益、差益、利益の分配、懸賞金付預貯金等の懸賞

金等、みなし配当等の別、源泉徴収された所得税額を証明

する書類の有無、その他控除税額の計算について参考とな

るような事項を記載します。 

 この欄に記載しきれな

いときは、その明細をこの

内訳の様式により別紙に

記載して添付してくださ

い。 

( )注  道府県民税利子割額は、この明細書には記載しません。 

 

 

 法 68、令 140 の２、措置法 41 の９④、41 の 12④、措置法令 26 の 10③、26 の 11、措置法規則 19 の４②、

③、復興財源確保法 33②、45 

４ 根拠条文 

‐47‐ 

 

 

 

 

 

  この明細書は、次に掲げる場合に使用します。 

 イ 法人が、当期に欠損金額を生じた場合（青色申告書を提出している場合に限ります。）又は青色申告書を

提出した事業年度に生じた欠損金額（以下「青色欠損金額」といいます。）のうち、当期首前９年以内に生

じたもの（平成 20 年４月１日以後に終了した事業年度において生じたものに限ります。）について法第 57

条((青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し))又は平成 27 年改正前の法第 57 条((青色申告書を提

出した事業年度の欠損金の繰越し))の規定の適用を受ける場合 

 ロ 法人が、当期の欠損金額のうちに、棚卸資産、固定資産又は令第 114 条((固定資産に準ずる繰延資産))に

規定する繰延資産について災害による損失の金額（以下「災害損失金」といいます。）があるときに、当該

災害損失金につき翌期以後に法第 58 条((青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越

し))又は平成 27 年改正前の法第 58 条((青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越

し))の規定による繰越控除制度の適用を受けようとする場合又は当期首前９年以内に生じた災害損失金（平

成 20 年４月１日以後に終了した事業年度において生じたものに限ります。）についてこれらの規定の適用を

受ける場合 

 ハ 法人の有する震災特例法第 15 条に規定する棚卸資産等が東日本大震災による損壊等により事業の用に供

することが困難となった場合において、やむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から３年以内に

同法第 16 条の３第１項に規定する震災関連原状回復費用（以下｢震災関連原状回復費用｣といいます。）を支

出することができなかった法人が、その事情がやんだ日の翌日から３年以内に震災関連原状回復費用の支出

をしたときに、その支出をした事業年度において生じた欠損金額のうち、その震災関連原状回復費用に係る

損失の額の合計額に達するまでの金額を、法第 58 条第１項に規定する災害損失欠損金額に該当するものと

みなして、同条の規定の適用を受ける場合 

 ニ 当期首前７年以内に生じた青色欠損金額（平成 20 年４月１日前に終了した事業年度において生じたもの

に限ります。）について平成 23 年 12 月改正前の法第 57 条((青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越

し))の規定の適用を受ける場合 

 ホ 当期首前７年以内に生じた災害損失金（平成 20 年４月１日前に終了した事業年度において生じたものに

限ります。）について平成 23 年 12 月改正前の法第 58 条((青色申告書を提出しなかった事業年度の災害によ

る損失金の繰越し))の規定の適用を受ける場合 

 

 

欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「 所 得 金 額 控 除 限 度 額 ⑴ ×  

 50、65、80又は100
         

100
 ２」 

次の場合に応じ、それぞれ次により記載します。 

⑴ 当期が平成 27 年４月１日前に開始した事業年度であ

る場合 

 イ 次の①から⑤に掲げる法人 

   ⑴× 50、65、80又は100
         

100
 

  ① 平成 27 年改正前の法第 57 条第 11 項各号又は第

58 条第６項各号に掲げる法人（特定目的会社、投資

法人及び受託法人を除きます。） 

  ② 措置法第 67 条の 14 第１項第１号((特定目的会社

に係る課税の特例))に掲げる要件を満たす特定目的

会社 

  ③ 措置法第 67 条の 15 第１項第１号((投資法人に係

る課税の特例))に掲げる要件を満たす投資法人 

  ④ 措置法第 68 条の３の２第１項第１号((特定目的信

託に係る受託法人の課税の特例))に掲げる要件を満

 

別表七(一) 

 ｢欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」 

１ この明細書の用途 

２ 各欄の記載要領 




